
＜住宅の応急修理制度に係る工事の施工業者の方へ＞

この制度は、災害により受けた住宅の被害等を補填するものではなく、日常生活に不可欠な必要最低限の応急的な

修理を対象としています。

住宅の修理を希望する住民に対し、別添の様式第４号により、応急修理見積書を作成してください。

様式の電子データ（エクセル）は、下記のホームページからダウンロードすることができます。

見積書の作成例についても同じページから確認できます。

・津山市のホームページ ≪ホームページアドレス≫

http://www.city.tsuyama.lg.jp/index2.php?id=6843

・着工までの流れ
修理依頼書が交付される前に着工したものは、補助の対象となりませんのでご注意ください。

①修理見積書 ２部 作成

②住民に見積り内容を説明し、見積書の下の欄に内容確認の記名押印をいただく。

その際、自己負担額がある場合は、その旨の説明を行う。

③見積書は、１部を住民に提出し、１部は津山市都市計画課に提出。

④津山市は、提出された修理見積書を審査し、工事をおこなう業者あてに修理依頼書を交付します。

・応急修理の対象となる工事

①屋根・柱・床・外壁・基礎等

②ドア・窓等の外部に面する開口部

③上下水道・電気・ガス等の配管・配線

④便器・浴槽等の衛生設備

なお、修理を行う部位には、優先順位があります。①を最優先とし、④になるほど優先度が低くなります（裏面参照）。

＜注意点＞

・工事を完了したら、完了報告書を津山市に提出してください。完了報告書には、①工事着手前、②施工中、③工事完了時の写真添付

が必要となります。工事写真の管理をよろしくお願いいたします。

・住民への見積内容説明の際、住民負担分がある場合、その旨を住民に御説明願います。応急修理制度対象分以外の代金については、

直接住民に御請求願います。

・応急修理制度に係る工事代金（５８万４千円限度）の請求手続き方法については、津山市都市計画課までお願いします。
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＜お問い合わせ先＞

津山市都市建設部 都市計画課 建築指導審査係

電話 0868-32-2099 FAX 0868-32-2155


